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公立大学法人京都市立芸術大学の平成２５年度業務実績に関する 

評価結果報告について 

 

 

 公立大学法人京都市立芸術大学（以下，「法人」という。）の各事業年度の業務実績については，

地方独立行政法人法（以下，「法」という。）第２８条に基づき，地方独立行政法人評価委員会（以

下，「評価委員会」という。）による評価を受けることとなっています。 

 この度，評価委員会において平成２５年度業務実績評価が行われ，「公立大学法人京都市立芸術

大学 平成２５年度業務実績評価書」により報告がありましたので，お知らせします。 

 

１ 評価結果の概要 

（１）全体評価（別添 業務実績評価書 Ｐ．３） 

・年度計画への数値目標の設定や入試及び科学研究費補助金に関する事項の他大学との比

較の取組など，自己改革，自己改善を進めようとする意識が高まりつつあるものと認め

られる。 

・項目別評価について，４項目全てにおいてＡ評価であり，総じて順調な進捗状況にある

と認められる。 

・ただし，より一層の取組が期待される点もあり，今回の評価結果を十分とすることなく，

取組を強化し，更なる自己改革，自己改善に努められたい。 

（２）項目別評価（別添 業務実績評価書 Ｐ．５～） 

判断基準 

項目 
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

第１ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 （中期計画終了後に総括的に評価する項目） 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標  ○    

第３ 財務内容の改善に関する目標  ○    

第４ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標  ○    

第５ その他の業務運営に関する重要目標  ○    

       ※評価の判断基準  Ｓ 中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況にある。 

Ａ 中期計画の達成に向けて順調に進んでいる。 

Ｂ 中期計画の達成に向けておおむね順調に進んでいる。 

Ｃ 中期計画の達成のためにはやや遅れている。 

Ｄ 中期計画の達成のためには重大な改善事項がある。 



２ 評価委員会について 

 (１) 設置の趣旨 

    法人の業務実績に関する評価が，専門性及び実践的な知見を踏まえ，客観的かつ中立公

正に行われるようにする等のため，法により市長の附属機関として京都市に設置すること

が義務づけられているもの 

 

 (２) 公立大学法人京都市立芸術大学委員名簿 

                         （平成２６年７月２３日現在） 
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日新電機株式会社顧問 

龍谷大学研究フェロー・地域連携フェロー（名誉教授） 

公認会計士 

京都大学人文科学研究所教授，京都芸術センター館長 

株式会社鼓月取締役会長 

◎は委員長                     （五十音順・敬称略） 


